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各課からのお知らせ各課からのお知らせ

防災交通課 ［防災係］  ☎⑦１２８２

災害に備えて　「JR踏切」と「高速道路」
　７月３０日に発生したカムチャツカ半島を震源とする地震により、太平洋沿岸部に津波警報と避難
指示が発表され、町民のみなさまにおかれましては、不安と混乱のなかで避難されたと思います。
　避難所での対応や高速道路の通行止め、踏切遮断機が閉じたままの状態になるなど、今回の津波
避難の際には様々な課題が浮き彫りとなり、今後の避難対応についての改善・検討すべき事項の解
消に向けて協議・検討を続けております。
　町では、これを機に各機関との避難行動連携を目的とした森町防災会議をはじめとした事務協議
を重ね、諸課題への対応と認識の共有が図られました。
　つきましては、町民みなさまの安全で迅速な避難行動の一助となるよう、次のとおり各機関と共
有した内容をお知らせいたしますので、日頃から避難所と避難経路を確認し次のことを確認（備え）
しておきましょう。

「JR踏切遮断機」について

　津波警報が発表されていても、JR列車は津波浸水想定区域から脱出するために走行している場
合があります。

備え❶　平時に遮断機が降りた踏切を横断することは「鉄道営業法」で禁止されています。津波警
　　　　報発表時などの緊急避難時に遮断機が閉じた踏切を「徒歩」で横断する必要が生じた場合、
　　　　遮断機をくぐって（又は押上げて）横断することができます。ただし列車が運行している
　　　　可能性があることを十分理解し、「非常停止ボタンを押さず」必ず左右の安全を確認した
　　　　うえで、横断する必要があります。
備え❷　遮断機が閉じた踏切に「車両」で進入する行為は、「道路交通法」で禁止されています。
　　　　「車両」での避難を計画する場合には、踏切が遮断されている可能性を想定し、あらかじ
　　　　め迂回ルートを確保しておいてください。
※注意　・「非常停止ボタン」を押すと、列車が緊急停止し広範囲の遮断機が閉じたままとなり、
　　　　　避難の妨げになる可能性があります。
　　　　・車の故障等により、線路内に立往生した場合は「非常停止ボタン」を押下してください。

「高速道路の運用」について

　発災時には、地域住民や旅行者が高速道路へ避難することも考えられるため、避難誘導とその周
知について協議を継続しておりますが、警報発令時の通行規制の考え方については次のとおりです。

備え❶　津波警報による津波の予想高さから高速道路本線や料金所の浸水が想定される場合には、
　　　　本線の「通行止め」や「インターチェンジ流出規制」が実施されます。ただし、区間内の
　　　　インターチェンジでは緊急的な流入（避難）を可能とする運用が実施されています。
　　　　なお、避難指示により料金所が無人となっている場合、料金所レーンはそのまま通行する
　　　　ことができます。
備え❷　地震の場合は損傷又はその可能性が高くなるため、本線の「通行止め」実施の可能性が大
　　　　きくなります。
※　本運用は、高速道路の通行が確保されている場合の運用であり、道路等の損傷又はその可能性
　　がある場合は、本線通行止めやインターチェンジの閉鎖が実施されます。
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防災交通課 ［防災係］  ☎⑦１２８２

防災行政無線戸別受信機の貸与について
　森町にお住まいのみなさんを対象に災害情報や行政情報等をいち早くお伝えするため、戸別受信
機を貸与しております。
初めての設置・・・無償で貸与します
２台目以降、事業所での設置・・・有償（補助あり）

本体価格88,000円 → 補助金44,000円あり
設置を希望される方は、防災交通課へお申し込みください（設置工事は月2回程度）。

【踏切遮断機が閉じた原因と高速道路の通行止めについて】

　津波警報発表の際、新川・港町地区を走行中であったJR特急列車は、津波浸水想定区域外
に脱出するため函館方面に向けて走行中、線路を横断避難する状況を確認し緊急停車しました。
停車した列車の運行を優先させるために、森駅に向かっていた貨物列車を外側に待機させ安全
確認後、特急列車の運転を再開しました。
　待機した貨物列車は森駅を目指しましたが、踏切の非常停止ボタンが押下されたため、安全
確認のために停車しました。既に線路を横断避難している状況により通過が困難であったこと
に加え、津波の到達時間が迫っていたことから乗員はその場で降車し避難しました。
　これにより、貨物列車が線路上に残され停車場所付近の新川・港町地区の3箇所の踏切遮断
機は運行再開まで閉じたままとなりました。

　また、高速道路を管轄する東日本高速道路㈱では本線や料金所における浸水被害に備え、利
用者の安全を考慮し、あらかじめ通行止めを実施するなど各機関において様々な対応が執られ
ました。

日ごろからの備えが大切です

　災害はいつ発生するかわかりません。日ごろから次のことを心がけておきましょう。
・自宅や職場から最寄りの避難所と避難経路を確認しておきましょう。
・踏切や高速道路などの通行状況を想定した避難ルートを考えておきましょう。
・家族や近隣と避難方法を共有しておきましょう。
・避難所の備品には限りがあります。各家庭で必要な物資（食糧・薬等）を準備しましょう。
　いざというときに慌てず行動できるよう、日ごろから準備を整えておきましょう。
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税務課 ［納税係］  ☎⑦１０８２

１２月は町税完納強調月間です！

税務課 ［固定資産税係］  ☎⑦１０８２

家屋の新築・異動・取壊しの届け出を！

開設時間
（平　日）午後５時15から午後７時00分まで
（土・日）午前10時00分から午後５時00分まで（※事前予約制）
※事前予約につきましては、平日の午後５時までに役場税務課納税係☎⑦１０８２

へご連絡ください。
開設場所 役場税務課納税係

　税金は、私たちが安心して健康な暮らしをするために最も重要な役割を持っています。
　福祉や介護・医療保険といった社会保障、また、ごみ処理や教育・道路や橋の整備など様々な事
業を進め、まちづくりを支えるとても大切な財源です。
　町では、税金の滞納額の縮減と収納率の向上を図るために毎年１２月を『町税完納強調月間』とし
て取り組みます。

　夜間納税窓口の開設について
　町では、１２月８日（月）から１２月２５日（木）までの期間、日中都合がつかない方のために「夜間納税
窓口」を開設しますので、窓口収納・納税相談にぜひご利用ください。

　住居や車庫、物置、倉庫などの建物（家屋）には固定資産税が課税されます。
　令和７年中に次の項目に当てはまる建物がありましたら、届出が必要となりますので、役場税務
課へお越しください。
①建物を 新築・増改築 した。　
　※すでに税務職員が家屋調査を実施（予定）したものを除きます。
②建物を 取り壊し した。
　※すでに滅失登記申請をした（する）ものを除きます。
③登記されていない建物の 売買、贈与 をした（された）。
　※所有者の変更も含みます。
★住居・車庫・倉庫・物置・事務所・店舗など、すべての建物が対象となります。
★基礎がない建物も対象となります。
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建設課 ［管理係］  ☎⑦１２８５

除雪作業にご協力を！
　今年も降雪の時期となりました。皆さんの生活道路の安全確保のため、除雪車による町道等の除
雪作業を行いますので、次の点についてご理解とご協力をお願いします。

■除雪出動基準

◦降雪がおおむね10cm以上となった場合に出動します。
◦吹き溜まりやわだち、湿った雪などで交通に支障が生じている場合は、10cm未満でも出動する
　ことがあります。

■作業時間・行程

◦除雪は降雪状況により異なりますが、安全確保のため深夜から早朝にかけて実施します。場合に
よっては日中に出動することもあります。

◦町道の幹線を最優先に、その後、学校・保育所・病院など公共施設へ通じる道路を除雪します。
◦現在、除雪対象路線は町内で延長231kmに及びます。そのため、苦情や要望をいただいても、

すぐに対応できない場合があります。皆さんのご理解をお願いします。

■町民の皆さんへのお願い

①除雪に関する注意
◦路上駐車は除雪作業や緊急車両の通行を妨げます。道路上に雪や物を置かないでください。状況

により警察へ通報する場合があります。
◦除雪車通過後は玄関前に雪が残ります。除雪車は広範囲を短時間で作業するため、玄関先の雪は

各家庭で対応をお願いします。
◦除雪中に作業車を止める行為は危険です。作業を妨げないようご協力ください。
◦敷地内の雪を道路に出す行為は、歩行者や車両の通行を妨げるおそれがあり、道路法に違反する

場合があります。道路へ雪を出さないようご協力ください。
◦除雪車は死角が多く、作業範囲に近づくと非常に危険です。警報音や回転灯を確認したら、安全

な距離を保ち、作業区域には立ち入らないようにしてください。
②目印・雪止めの設置
◦境界杭など破損の恐れがあるものは、ポールなどで明示してください。
◦屋根の雪が道路に落ちる事故が発生しています。被害があった場合は所有者の責任となります。

雪止めなどの設置をお願いします。
③雪捨て場の利用
　以下の指定地をご利用ください。各所に看板を設置していますので、案内に従ってご利用くださ

い。なお、雪以外のごみは捨てないようご協力をお願いします。
◦町民スキー場向指定地
◦国道278号沿い上尾白内橋付近指定地
◦旧場中公住跡指定地
◦砂原加工団地横指定地
④除雪路線の一部休止
◦該当区間には看板を設置していますので、通行の際はご注意ください。
⑤砂箱の設置
◦勾配の急な坂道には砂箱を設置しています。凍結時の安全確保にご活用ください。
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　スマホの操作に不安がある方や便利に使いたい方向けにスマホ教室を開催します。
今回の講座内容は、QRコードの読み取り方や活用方法を実際に操作しながらわかりやすく解説し
ます。また、参加者一人ひとりのお困りごとにもお答えしますので、この機会に是非ご参加ください。

　◦日時／令和７年１２月１１日（木）　午前９時３0分から午前１１時０0分（受付開始／午前９時１５分から）
　◦場所／森町公民館　１階中会議室
　◦対象者／どなたでも参加できます
　◦持ち物／ご自身のスマートフォン
　◦申込期間／令和７年１２月５日（金）から令和７年１２月１０日（水）まで
　◦申込先／役場総務課行革DX推進係☎⑦１２８１又は上記QRコード
　　からお申し込みください。
　　

総務課 ［行革 DX 推進係］  ☎⑦１２８１

スマホ教室の開催について 無 料
参 加 費

定 員６ 名

有
料
広
告
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開催の様子
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z住民生活課 ［戸籍係］  ☎⑦１０８４　支所町民福祉課 ［町民係］  ☎⑧３１１１

マイナンバーカードの「交付臨時窓口」開設について
　夜間・休日臨時窓口（予約制）をご利用ください
　　令和７年１２月及び令和８年１月の臨時窓口開設日をお知らせいたします。

　
　　※予約制（先着順）のため、予約がない日の窓口は開設いたしません。
　　※代理人での受け取りを希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

開設日 時間 受付期限

1２月７日（日） 9時00分〜12時00分 １1月28日（金）

1２月１４日（日） 9時00分〜12時00分 １2月5日（金）

１月１１日（日） 9時00分〜12時00分 １2月２6日（金）

１月２５日（日） 9時00分〜12時00分 １月16日（金）

平日夜間 17時15分〜19時00分 希望日の1週間前

z住民生活課 ［戸籍係］  ☎⑦１０８４　支所町民福祉課 ［町民係］  ☎⑧３１１１

コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書が取得できます
　森町ではマイナンバーカードを利用して全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機

（キオスク端末）で住民票、印鑑登録証明書を取得できるコンビニ交付サービスを行っています。

平日だけでなく夜間や休日でも証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

取得できる証明書及び手数料

・住民票　３００円　・印鑑登録証明書　３００円

利用可能時間

・午前6時30分～午後11時（土日、祝日も含む）　※年末年始・システムメンテナンス実施日は除く。

必要なもの

・マイナンバーカード（利用者用電子証明書が搭載された有効期限内のもの）
・利用者用電子証明書の暗証番号（数字4桁）
・手数料

※マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が切れていると、コンビニ交付を利用でき
　ません。有効期限が切れていた場合は、住民生活課戸籍係又は町民福祉課町民係で更新の手続き
　を行ってから、コンビニ交付をご利用ください。

各課からのお知らせ
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保健福祉子育て課 ［国保児童係］  ☎⑦１０８５　支所町民福祉課 ［福祉保険係］  ☎⑧３１１１
　後期高齢者医療制度のお知らせ

医療費のお知らせ（医療費通知）について
　■「医療費のお知らせ」とは
　健康管理の重要性をより強く意識していただくため、対象期間に医療機関等を受診した被保険者
の皆様へ、診療日数や医療費等を掲載したハガキを後期高齢者医療広域連合より送付しています。

　※※「医療費通知」は、手続きが必要なものではありません※※
【イメージ図】

　■「医療費のお知らせ」を活用しましょう 

　診療日数や医療費等に間違いがないか確認するとともに、医療費の推移や健康状況を把握するこ
とで自身の健康管理に努めましょう。

　■医療費控除の申告について 

　医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。医療費控除の申告に関
することは、税務署にお問い合わせください。

　■発送予定月・対象診療月

　■亡くなった方の医療費のお知らせについて 

　亡くなった方へは送付しておりませんので、必要な場合は国保児童係までお問い合わせください。

窓口負担割合が２割の方の配慮措置について
　■　配慮措置が令和７年９月診療分で終了しました 

　配慮措置とは、令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの間、２割負担となる方につい
て、負担割合の引き上げに伴う外来の１ヶ月の負担増加額を３，０００円までに抑える制度です。
　配慮措置の終了後は、２割負担の方の１ヶ月の外来医療の自己負担上限額は、高額療養費制度に
より月１８，０００円（年間１４４，０００円）までとなります。

受診年月 診療を受けた
医療機関名称等 診療区分 日数 医療費の

総額 自己負担額
食事療養・生活療養費
回数 費用額 標準負担額

令和７年１月 ○○病院 医科外来 １ 18,000 1,800
令和７年２月 ××病院 調剤 １ 10,000 1,000
令和７年３月 △△病院 医科入院 ５ 202,000 20,200 15 11,490 6,900

合　計 230,000 23,000 11,490 6,900

発送月 対象診療月
令和８年１月（上旬） 令和７年１月～９月

令和８年２月（下旬） 令和７年１０月～１２月

問北海道後期高齢者医療広域連合
☎０１１（２９０）５６０１

　　問役場保健福祉子育て課国保児童係☎⑦１０８５
　　問支所町民福祉課福祉保険係・・・☎⑧３１１１
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各課からのお知らせ各課からのお知らせ
z保健福祉子育て課 ［国保児童係］  ☎⑦１０８５　支所町民福祉課 ［福祉保険係］  ☎⑧３１１１

森町の医療費助成制度について
　森町では、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・18歳年度末までの方々を対象とし、
保険診療に係る医療費自己負担額の一部を助成しております。
　なお、助成を受けるには各受給者証の交付申請が必要となります。資格要件や助成
内容等の詳細については、町のホームページでご確認ください。

受給者証について

　町の認定を受けられた方にお渡ししており、基本的には毎年８月に自動更新となりますが、住所
氏名や健康保険等に変更があった場合は届出により登録情報の更新が必要となります。

助成方法について

　道内での受診(現物給付)：健康保険証とともに受給者証を提示することで助成を受けられます。
　道外での受診(現金給付)：受給者証が使用できないため申請により助成金額を償還いたします。

償還払いについて

　道外での受診、治療用装具等の作成、受給者証の提示忘れ等により、本来助成される金額を受給
者が負担した場合は、申請により償還いたします。なお、申請内容により必要書類が異なりますの
で、町のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

z
保健福祉子育て課 ［介護保険係］  ☎⑦１０８５　支所町民福祉課 ［福祉保険係］  ☎⑧３１１１

介護保険給付費通知書を送付します
　介護保険係では、介護給付適正化事業の取り組みとして、介護サービスをご利用されている方へ

「介護保険給付費通知書」を送付します。

・令和６年10月から令和７年9月までの利用実績を1２月上旬頃に送付いたしますので、お手元の領
　収書やサービス利用票と見比べていただき、サービス内容や回数等に誤りがないかをご確認くだ
　さい。
・「介護保険給付費通知書」は、介護サービスに係る支払いやお手続きをしていただくものではあ
　りません。
・通知書の見かたや詳しい説明は通知書に同封しますので、通知書とあわせてご確認ください。
・「介護保険給付費通知書」は、対象期間に介護サービスのご利用がある方へのみ送付します。（介
　護サービスのご利用がない方には送付しません。）

　「介護保険給付費通知書」は、介護サービスを利用した方にサービスの利用実績
や自己負担額をお知らせするもので、どのようなサービスをどのくらい利用したか
を定期的にご確認いただくとともに、介護保険制度へのご理解を深めていただくこ
とを目的としています。
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z

各課からのお知らせ

契約管理課 ［契約管理係］  ☎⑦１０８８　
　令和８・９年度競争入札参加資格審査申請

【物品等】の定期受付について
　令和８・９年度に森町（公営企業含む）が発注する【物品等】（物品、役務等）の契約に係る競
争入札参加資格審査申請の受付を実施します。
　【物品等】の受付は、自治体・申請者双方の事務負担の軽減や利便性の向上を図るため、一般財
団法人北海道建設技術センターによる北海道市町村入札参加資格共同審査に参加し、インターネッ
トによる受付を開始します。
　また、【建設工事】・【設計等】はインターネットによる受付を令和６年度に実施しましたので、
今年度の定期受付はございません。

資格の種類

【物品等】／物品・役務等
　※道路清掃及び造林等（植栽・保育・地拵等）は【物品等】で受付を行います。

受付期間及び申請方法

令和８・９年度競争入札参加資格審査申請【物品等】

受付期間
定期受付

　令和７年１２月１０日（水）　９：００から
　令和８年　１月３０日（金）１７：３０

随時受付 　令和８年　３月１６日（月）から

申請方法 　下記 URL による電子申請（原則）

申請先
　一般財団法人　北海道建設技術センター
　「市町村入札参加資格共同審査システム（JEXAS）」
　ポータルサイト URL　https://www.hoctec.info/kyoshin/

※申請の手引き、システム操作マニュアル、各種様式のひな形データは『北海道市町村入札参加資
　格共同審査ポータルサイト』にて公開します。

お問い合わせ　　契約管理課契約管理係　☎⑦１０８８

水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です
　北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先が
けて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。
　条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、
契約締結の 3 ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興
局などに届け出が必要です。
　詳細は北海道ホームページをご確認ください。

問北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係　☎０１１－２０４－５１８７

北海道HP


